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新型コロナウイルス感染症対策における緊急事態宣言延長に伴う 

臨時休業期間延長について 

 

 新型コロナウイルス対策につきまして、ご理解とご協力をいただき、ありがとうござ

います。 

内閣総理大臣による『緊急事態宣言』延長の表明を受け、足立区教育委員会より臨時

休業期間延長に関する方針が示されました。 

つきましては、本校は以下のような対応をとることとしました。 

 

１ 緊急事態宣言の延長に伴う対応について 

  緊急事態宣言の延長に伴い、５月１１日（月）から５月３１日（日）まで臨時休業期間

を延長します。（国・都等の情勢により臨時休業期間の変更がある場合は、改めてご連絡

させていただきます。） 

  なお、来週の５月１１日の分散登校については先ほどメールにてお伝えいたしました

が、再来週以降も電話連絡や分散登校が必要な際は、学校より連絡させていただく場合が

あります。 

 

２ 学習教材の配布等について 

  各学年から、５月１１日に新たな課題（宿題）について提示があります。 

 

３ ご家庭における感染予防について 

（１） 手洗いや咳エチケットなど感染症対策へのご協力をお願いします。 

（２） 不要不急の外出を控えるとともに、外出する場合においても、「ＮＯ！！３密」に

ついて、特段のご配慮をお願いします。 

（３） お子様やご家族が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合や、保健所か

ら濃厚接触者と特定された場合には、速やかに学校にご連絡ください。 

 

４ 休業期間中の対応について 

  詳細については、学校からのお便りや学校ホームページ、学校メールを通してお知らせ

します。 

 

 

問い合わせ先 

東綾瀬小学校 3620-7141 


